
  

様式第５号 

 

指 名 停 止 措 置 の 概 要 

 

１ 指名停止措置業者 

 (1) 商号又は名称  株式会社 ダイヤス食品 

 (2) 代表者氏名   代表取締役 楠野 隆行 

 (3) 住所      宇部市西平原三丁目３番３６号 

 

２ 指名停止措置期間  令和４年８月３０日 ～ 令和４年１２月２９日 

（４か月） 

 

３ 事案の概要 

    令和２年１月９日に宇部市と契約した、二俣瀬学校給食共同調理場給食調理等業務委託

について、業務委託続行不能により契約を解除した。 

 

４ 指名停止措置理由 

  宇部市物品の調達等及び業務委託に係る指名停止措置要領（以下「指名停止等措置要

領」という。）別表 ３（契約違反）に該当する。 

＜指名停止等措置要領別表 ３＞  
 

措 置 要 件  期    間 

（契約違反） 

３ 物品の調達等又は業務委託に関する契約に違反し、

契約の相手方として不適当と認められるとき。 

 

処分決定をした日から 

２週間以上４か月以内 

 


